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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１筐体と第２筐体とを垂直方向及び水平方向に互いに回動可能に連結するチルトヒン
ジであって、
　前記第１筐体及び前記第２筐体のいずれか一方に取り付けられる第１ブラケットと、こ
の第１ブラケットに対し水平回転機構を介して水平方向へ回転可能に設けられた支持部材
と、この支持部材に対し垂直回転機構を介して垂直方向へ回動可能に取り付けられたとこ
ろの前記第１筐体及び前記第２筐体のいずれか他方に取り付けられる第２ブラケットと、
　前記第１ブラケットに対して前記第２ブラケットの水平方向への回転を規制する水平回
転規制手段と、前記第１ブラケットに対して前記第２ブラケットの水平方向の回転角度範
囲を規制する水平回転角度規制機構を備え、
　前記水平回転規制手段は、前記第１ブラケット及び前記第２ブラケットのいずれか一方
に設けられる第１係合部と、前記第１ブラケット及び前記第２ブラケットのいずれか他方
に設けられる第２係合部と、前記第１ブラケットと前記第２ブラケットとの間に移動可能
に設けられると共に前記第１係合部又は前記第２係合部のいずれか一方に係合されて、前
記第１係合部に係合されているとき水平方向への回転が規制されると共に前記第２係合部
に係合されているとき垂直方向への回転が規制される規制部材と、この規制部材を前記第
２係合部に係合するように付勢する付勢手段とを有し、
　前記第２ブラケットが前記第１ブラケットに対して垂直方向に回転して所定の角度にな
ったときのみ、前記規制部材が前記付勢手段の付勢力により移動してこの規制部材の係合
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が前記第１係合部から前記第２係合部へと切り換わり、前記第１ブラケットに対して前記
第２ブラケットの水平方向への回転が可能となるように構成すると共に、
　前記水平回転角度規制機構は、前記第１ブラケットに設けられている円弧状の回転規制
係合孔と、前記回動支持部の外周に回転可能に設けられる動作ストッパーと、この動作ス
トッパーの円周端部にその軸方向に突出され、前記回転規制係合孔に係合して前記回転規
制係合孔の円弧方向に移動し得る範囲で前記動作ストッパーが回転する前記移動係合部と
、前記動作ストッパーと前記第１ブラケットとの間の前記回動支持部の外周に嵌合されて
回動支持部と共に回動するストッパープレートと、このストッパープレートの円周端部に
その径方向に突出され、前記移動係合部の一方の側部に係合して前記移動係合部の移動が
停止した位置から前記移動係合部の他方の側部に係合して前記移動係合部の移動が停止し
た位置までの間の３６０°の範囲で前記第２ブラケットが前記第１ブラケットに対して回
転させる前記規制係合部と、を備えたことを特徴とする、チルトヒンジ。
【請求項２】
　前記第１ブラケットに、前記第１係合部が設けられ、前記第２ブラケットに、前記第２
係合部が設けられ、
　前記支持部材に、前記規制部材が規制部材移動手段を介して移動可能に設けられている
ことを特徴とする、請求項１に記載のチルトヒンジ。
【請求項３】
　前記垂直回転機構は、前記支持部材に設けられているシャフトと、このシャフトに垂直
方向に回転可能に支持されていると共に前記第２ブラケットに設けられている垂直回転部
と、この垂直回転部と前記シャフトとの間にフリクションを発生させる垂直回転フリクシ
ョン発生手段とを備え、
　前記水平回転機構は、前記支持部材に設けられ、前記第１ブラケットに水平方向に回動
可能に支持されている回動支持部と、この回動支持部と前記第１ブラケットとの間にフリ
クションを発生させる水平回転フリクション発生手段とを有することを特徴とする、請求
項１に記載のチルトヒンジ。
【請求項４】
　前記規制部材移動手段は、前記垂直回転部の周面に当接する移動ブラケットと、この移
動ブラケットを垂直回転部の周面に当接させて前記規制部材を前記係合部と係合する方向
に付勢する付勢部材と、前記垂直回転部の周面に設けられ、前記第１ブラケットに対して
前記第２ブラケットが垂直方向に所定の角度で開いたとき、前記規制部材を移動させて前
記係合部との係合を解除させるカムとを有することを特徴とする、請求項２に記載のチル
トヒンジ。
【請求項５】
　前記第１ブラケットに、水平方向に回動可能に支持部材を設け、この支持部材に、前記
第１ブラケットの回動支持孔に挿入されて前記支持部材が前記第１ブラケットに回動可能
に支持される回動支持部が設けられると共に、前記第２ブラケットが設けられ、
　前記水平回転角度規制機構が、前記第１ブラケットに設けられている円弧状の回転規制
係合孔と、前記回動支持部の外周に回転可能に設けられる動作ストッパーと、この動作ス
トッパーの円周端部にその軸方向に突出され、前記回転規制係合孔に係合して前記回転規
制係合孔の円弧方向に移動し得る範囲で前記動作ストッパーが回転する前記移動係合部と
、前記動作ストッパーと前記第１ブラケットとの間の前記回動支持部の外周に嵌合されて
回動支持部と共に回動するストッパープレートと、このストッパープレートの円周端部に
その径方向に突出され、前記移動係合部の一方の側部に係合して前記移動係合部の移動が
停止した位置から前記移動係合部の他方の側部に係合して前記移動係合部の移動が停止し
た位置までの間の３６０°の範囲で前記第２ブラケットが前記第１ブラケットに対して回
転させる前記規制係合部とを備えたことを特徴とする、請求項１に記載のチルトヒンジ。
【請求項６】
　前記請求項１～５のいずれか１項に記載のチルトヒンジを備えたことを特徴とする、電
子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノート型パソコン等のような小型の電子機器における機器本体とディスプレ
イ装置とを互いに回動可能に連結するチルトヒンジ及びそのチルトヒンジを備えた電子機
器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ノート型パソコン、携帯電話機、カーナビゲーション装置等の小型の電子機器では、機
器本体にディスプレイ装置が開閉装置を介して開閉可能に取り付けられている。この開閉
装置としては、ディスプレイ装置を機器本体に対して相対的に縦方向の開閉を行う、すな
わち、垂直方向の回転を行うことができると共に、ディスプレイ装置を機器本体に対して
９０°まで開いたとき、ディスプレイ装置を機器本体に対して相対的にさらに水平方向（
ディスプレイ装置の開閉方向（垂直方向）と直交する方向）に回転させることができるチ
ルトヒンジが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　特許文献１に記載されているチルトヒンジは、機器本体に取り付けられる取付部材と、
ディスプレイ装置に取り付けられる支持部材と、取付部材に取り付けられ係止溝を有する
と共に水平方向に延びる水平軸部材と、支持部材に取り付けられ係合溝を有すると共に水
平軸部材と直交する方向に延びる第３軸部材と、水平軸部材と第３軸部材とを連結して機
器本体とディスプレイ装置とを垂直方向及び水平方向に回転させるブラケット部材と、係
止溝又は係合溝のいずれか一方に係合される規制ピンを有する規制手段とを備えてなる。
ディスプレイ装置が閉じられている状態（閉成状態）では、規制ピンの一端部が係合溝に
係合してディスプレイ装置の水平方向への回転が規制されている。この閉成状態からディ
スプレイ装置が機器本体に対して垂直方向に９０°の角度で開かれると、規制ピンの他端
部が係止溝と対向する位置に位置される。この状態で、ディスプレイ装置を機器本体に対
して水平方向に回転させる力をディスプレイ装置に作用させると、規制ピンの一端部は係
合溝から離脱すると共に規制ピンの他端部が係止溝に入り込むように規制ピンが移動し、
ディスプレイ装置は機器本体に対して水平方向に回転する。
【０００４】
　また、ディスプレイ装置を機器本体に対して水平方向に回転させる手段としては、機器
本体に対してディスプレイ装置を３６０°回動可能に支持するヒンジ装置が提案されてい
る（例えば、特許文献２参照。）。特許文献２に記載されているヒンジ装置は、機器本体
に取り付けられる取付部材と、この取付部材に水平方向に回転可能に設けられると共にデ
ィスプレイ装置に取り付けられる支持部材と、取付部材と支持部材との間に水平方向に回
転可能に設けられ、取付部材に対する支持部材の水平方向への回転を規制する回動リング
とを備えてなる。回動リングは、取付部材に対して水平方向に１８０°回動可能に取付部
材に係合していると共に、支持部材に対して水平方向に１８０°回動可能に支持部材に係
合している。これにより、ディスプレイ装置が機器本体に重ねられた状態から支持部材が
回動リングとともに取付部材に対して一方の方向の水平方向に１８０°回転し得ると共に
、ディスプレイ装置が機器本体に重ねられた状態から支持部材が取付部材に対して他方の
方向（逆方向）の水平方向に１８０°回転し得る。この支持部材が他方の方向の水平方向
に回転するときには、回動リングは取付部材に係合して支持部材と回転することはないよ
うになっている。このように、取付部材に対して支持部材は、一方の方向に１８０°、他
方の方向に１８０°の合計３６０°回動する。
【特許文献１】特開２００５－３３７３０１号公報
【特許文献２】特開２００４－３３２７９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　特許文献１に記載されているチルトヒンジは、ディスプレイ装置が機器本体に対して垂
直方向に９０°の角度になったときのみ、ディスプレイ装置を水平方向に回転させること
ができる。しかしながら、ディスプレイ装置の水平方向の回転を規制する規制ピンは、弾
性手段により一端部が係合溝に係合するように付勢されているために、ディスプレイ装置
を機器本体に対して水平方向に回転できる状態では、規制ピンの他端部が係止溝と対向す
る位置に位置されるが、規制ピンの一端部が係合溝に係合された状態である。このため、
ディスプレイ装置を機器本体に対して水平方向に回転できる状態を把握することができず
、規制ピンの他端部が係止溝と対向する位置に位置されていない状態で、ディスプレイ装
置を機器本体に対して水平方向に回転させてしまうこともあり、操作性が悪い。
【０００６】
　また、ディスプレイ装置の水平方向の回転を規制する規制ピンが弾性手段により一端部
が係合溝に係合するように付勢されていると、ディスプレイ装置を機器本体に対して水平
方向に回転できる状態では、規制ピンの他端部が係止溝と対向する位置に位置されている
。このため、ディスプレイ装置を水平方向に回転させる場合、弾性手段の付勢力よりも大
きな力を作用させなければ、規制ピンの一端部が係合溝から離脱してディスプレイ装置を
回転させることができないので、操作性が悪い。
【０００７】
　特許文献２に記載されているヒンジ装置は、取付部材に対して支持部材が水平方向に３
６０°回動可能に支持されているが、支持部材は、取付部材と支持部材との間に設けられ
た回動リングにより水平方向の回転が規制されている。回動リングは、支持部材と取付部
材との両方に係合しており、支持部材が一方の方向の水平方向に回転するときには、回動
リングが支持部材に係止された状態で支持部材が回動リングとともに回転して１８０°回
転すると、支持部材の回転が停止するように取付部材と回動リングとが係合している。ま
た、支持部材が他方の方向の水平方向に回転するときには、回動リングが取付部材に係止
された状態で支持部材が回転して１８０°回転すると、支持部材の回転が停止するように
支持部材と回動リングとが係合している。このように、回動リングを取付部材と支持部材
との間に回動可能に設けると共に、この回動リングを支持部材と取付部材との両方に係合
させることによって支持部材の水平方向の回転を規制させているので、構造が複雑でコス
トアップとなってしまう。
【０００８】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、ディスプレ
イ装置を水平方向に回転し得る状態を把握することがで、ディスプレイ装置を水平方向に
回転し得る状態になったときに、大きな力を作用させることなく、ディスプレイ装置を水
平方向に回転させることができ、さらに、取付部材に対して支持部材の回転を簡単な構造
で規制することができるチルトヒンジ及びそのチルトヒンジを備えた電子機器を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の目的を達成するための本発明に係るチルトヒンジは、第１筐体と第２筐体とを垂
直方向及び水平方向に互いに回動可能に連結するチルトヒンジであって、前記第１筐体及
び前記第２筐体のいずれか一方に取り付けられる第１ブラケットと、この第１ブラケット
に対し水平回転機構を介して水平方向へ回転可能に設けられた支持部材と、この支持部材
に対し垂直回転機構を介して垂直方向へ回動可能に取り付けられたところの前記第１筐体
及び前記第２筐体のいずれか他方に取り付けられる第２ブラケットと、前記第１ブラケッ
トに対して前記第２ブラケットの水平方向への回転を規制する水平回転規制手段と、前記
第１ブラケットに対して前記第２ブラケットの水平方向の回転角度範囲を規制する水平回
転角度規制機構を備え、前記水平回転規制手段は、前記第１ブラケット及び前記第２ブラ
ケットのいずれか一方に設けられる第１係合部と、前記第１ブラケット及び前記第２ブラ
ケットのいずれか他方に設けられる第２係合部と、前記第１ブラケットと前記第２ブラケ
ットとの間に移動可能に設けられると共に前記第１係合部又は前記第２係合部のいずれか
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一方に係合されて、前記第１係合部に係合されているとき水平方向への回転が規制される
と共に前記第２係合部に係合されているとき垂直方向への回転が規制される規制部材と、
この規制部材を前記第２係合部に係合するように付勢する付勢手段とを有し、前記第２ブ
ラケットが前記第１ブラケットに対して垂直方向に回転して所定の角度になったときのみ
、前記規制部材が前記付勢手段の付勢力により移動してこの規制部材の係合が前記第１係
合部から前記第２係合部へと切り換わり、前記第１ブラケットに対して前記第２ブラケッ
トの水平方向への回転が可能となるように構成すると共に、前記水平回転角度規制機構は
、前記第１ブラケットに設けられている円弧状の回転規制係合孔と、前記回動支持部の外
周に回転可能に設けられる動作ストッパーと、この動作ストッパーの円周端部にその軸方
向に突出され、前記回転規制係合孔に係合して前記回転規制係合孔の円弧方向に移動し得
る範囲で前記動作ストッパーが回転する前記移動係合部と、前記動作ストッパーと前記第
１ブラケットとの間の前記回動支持部の外周に嵌合されて回動支持部と共に回動するスト
ッパープレートと、このストッパープレートの円周端部にその径方向に突出され、前記移
動係合部の一方の側部に係合して前記移動係合部の移動が停止した位置から前記移動係合
部の他方の側部に係合して前記移動係合部の移動が停止した位置までの間の３６０°の範
囲で前記第２ブラケットが前記第１ブラケットに対して回転させる前記規制係合部と、を
備えたことを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、第１ブラケットに対して第２ブラケットを垂直方向に開くとき、第
２ブラケットが第１ブラケットに対して所定の角度になると、規制部材が移動して第２係
合部に係合し水平回転機構による水平方向の回転を行えるようになるので、ディスプレイ
装置を水平方向に回転し得る状態を把握することができ、操作性が向上する。
【００１１】
　本発明に係るチルトヒンジにおいて、前記第１ブラケットに、水平方向に回動可能に支
持部材を設け、この支持部材に、前記規制部材が規制部材移動手段を介して移動可能に設
けられていることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明によれば、前記垂直回転機構は、前記支持部材に設けられているシャフト
と、このシャフトに垂直方向に回転可能に支持されていると共に前記第２ブラケットに設
けられている垂直回転部と、この垂直回転部と前記シャフトとの間にフリクションを発生
させる垂直回転フリクション発生手段とを備え、前記水平回転機構は、前記支持部材に設
けられ、前記第１ブラケットに水平方向に回動可能に支持されている回動支持部と、この
回動支持部と前記第１ブラケットとの間にフリクションを発生させる水平回転フリクショ
ン発生手段とを有することを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明によれば、前記規制部材移動手段は、前記垂直回転部の周面に当接する
移動ブラケットと、この移動ブラケットを垂直回転部の周面に当接させて前記規制部材を
前記係合部と係合する方向に付勢する付勢部材と、前記垂直回転部の周面に設けられ、前
記第１ブラケットに対して前記第２ブラケットが垂直方向に所定の角度で開いたとき、前
記規制部材を移動させて前記係合部との係合を解除させるカムとを有することを特徴とす
る。
【００１４】
　さらに、本発明によれば、前記第１ブラケットに、水平方向に回動可能に支持部材を設
け、この支持部材に、前記第１ブラケットの回動支持孔に挿入されて前記支持部材が前記
第１ブラケットに回動可能に支持される回動支持部が設けられると共に、前記第２ブラケ
ットが設けられ、前記水平回転角度規制機構が、前記第１ブラケットに設けられている円
弧状の回転規制係合孔と、前記回動支持部の外周に回転可能に設けられる動作ストッパー
と、この動作ストッパーの円周端部にその軸方向に突出され、前記回転規制係合孔に係合
して前記回転規制係合孔の円弧方向に移動し得る範囲で前記動作ストッパーが回転する前
記移動係合部と、前記動作ストッパーと前記第１ブラケットとの間の前記回動支持部の外
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周に嵌合されて回動支持部と共に回動するストッパープレートと、このストッパープレー
トの円周端部にその径方向に突出され、前記移動係合部の一方の側部に係合して前記移動
係合部の移動が停止した位置から前記移動係合部の他方の側部に係合して前記移動係合部
の移動が停止した位置までの間の３６０°の範囲で前記第２ブラケットが前記第１ブラケ
ットに対して回転させる前記規制係合部とを備えたことを特徴とする。
【００１５】
　そして、本発明に係る電子機器は、前記の本発明に係るチルトヒンジを備えたことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように本発明に係るチルトヒンジ及び電子機器によれば、水平回転規制手
段が、前記第１ブラケット又は前記第２ブラケットのいずれかに設けられる第１係合部及
び第２係合部と、前記第１ブラケットと前記第２ブラケットとの間に移動可能に設けられ
ると共に前記第１係合部又は前記第２係合部のいずれか一方に係合されて、前記第１係合
部に係合されているとき水平方向への回転が規制されると共に前記第２係合部に係合され
ているとき垂直方向への回転が規制される規制部材と、この規制部材を前記第２係合部に
係合するように付勢する付勢手段とを有し、前記第２ブラケットが前記第１ブラケットに
対して垂直方向に回転して所定の角度になったときのみ、前記規制部材が前記付勢手段の
付勢力により移動してこの規制部材の係合が前記第１係合部から前記第２係合部へと切り
換わり、前記第１ブラケットに対して前記第２ブラケットの水平方向への回転が可能とな
るように構成したので、ディスプレイ装置を水平方向に回転し得る状態を把握することが
でき、操作性が向上する。
【００１７】
　また、水平回転規制手段が、前記第１ブラケット及び前記第２ブラケットのいずれか一
方に設けられる係合部と、前記第１ブラケット及び前記第２ブラケットのいずれか他方に
移動可能に設けられ、前記係合部に係合されているとき、前記水平方向への前記第２ブラ
ケットの回転が規制される規制部材とを有し、前記第２ブラケットが前記第１ブラケット
に対して垂直方向に回転して所定の角度になったときのみ、前記規制部材が移動してこの
規制部材と前記係合部との係合が解除されて、前記第１ブラケットに対して前記第２ブラ
ケットの水平方向への回転が可能となるように構成したので、大きな力を作用させること
なく、ディスプレイ装置を水平方向に回転させることができ、操作性が向上する。
【００１８】
　また、水平回転角度規制機構が移動係合部と規制係合部とを有し、第２ブラケットが第
１ブラケットに対して一方の方向の水平方向に３６０°回転したとき、規制係合部と移動
係合部とが係合してその第２ブラケットの回転が停止し、この停止状態から第２ブラケッ
トが第１ブラケットに対して他方の方向の水平方向に３６０°回転したとき、規制係合部
と移動係合部とが係合してその第２ブラケットの回転が停止するので、取付部材に対して
支持部材の回転を簡単な構造で規制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係るチルトヒンジ及び電子機器を添付図面に基づいて詳述する。
【００２０】
　図１及び図２は本発明に係る電子機器の一例を示す図である。図３～図６は本発明の第
１のチルトヒンジの一例を示す図である。本発明に係る第１のチルトヒンジは、図１に示
すように、電子機器１０を構成する第１筐体１１と第２筐体１２とを互いに回動可能に連
結するものである。電子機器１０としては、特に限定されず、例えば、ノート型パソコン
、携帯電話機、カーナビゲーション装置等の小型の電子機器等が挙げられる。また、本実
施の形態では、電子機器１０としてノート型パソコンについて説明するが、これに限定さ
れるものではない。
【００２１】
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　第１筐体１１は、図２に示すように、例えば、キーボード１１ａ等を上面に有している
。第１筐体１１は、キーボード１１ａの他にマザーボード、ハードディスクドライブ等を
有している機器本体である。第２筐体１２は、例えば、ＬＣＤなどのディスプレイ１２ａ
を下面に有しているディスプレイ装置である。第１筐体１１及び第２筐体１２は、例えば
、略同じ略矩形状にそれぞれ形成されている。これらの第１筐体１１と第２筐体１２とが
互いに重ね合わされた閉成状態でチルトヒンジ１を介して互いに回動可能に連結されて電
子機器１０が構成されている。
【００２２】
　本発明に係る携帯機器の第１のチルトヒンジ１は、図１及び図３～図６に示すように、
第１筐体１１及び第２筐体１２のいずれか一方、例えば、第１筐体１１に取り付けられる
第１ブラケット２と、この第１ブラケット２に垂直方向及び水平方向に回動可能に設けら
れ、第１筐体１１及び第２筐体１２のいずれか他方、例えば、第２筐体１２に取り付けら
れる第２ブラケット４と、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４の水平方向への回
転を規制する水平回転規制手段５とを備え、この水平回転規制手段５が、第１ブラケット
２又は第２ブラケット４のいずれかに設けられる第１係合部５１及び第２係合部５２と、
第１ブラケット２と第２ブラケット４との間に移動可能に設けられると共に第１係合部５
１又は第２係合部５２のいずれか一方に係合されて、第１係合部５１に係合されていると
き水平方向への回転が規制されると共に第２係合部５２に係合されているとき垂直方向へ
の回転が規制される規制部材５３と、この規制部材５３を第２係合部５２に係合するよう
に付勢する付勢手段とを有し、第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して垂直方向に
回転して所定の角度になったときのみ、規制部材５３が付勢手段の付勢力により自動的に
移動してこの規制部材５３の係合が第１係合部５１から第２係合部５２へと切り換わり、
第１ブラケット２に対して第２ブラケット４の水平方向への回転が可能となるように構成
したことに特徴がある。
【００２３】
　第１ブラケット２は、例えば、取付部材であり、第１筐体１１に取り付けられるもので
ある。第１ブラケット２は、図１及び図３～図７に示すように、幅方向に延びる略矩形状
に形成されている。第１ブラケット２の両側部の両端部近傍の４箇所は、それぞれ下方に
略直角に折り曲げられた取付片２１、２２として形成されている。前方側の取付片２１は
、さらに前方側に略直角に折り曲げられ、この先端部に取付孔２１ａが設けられている。
また、後方側の取付片２２には、取付孔２２ａが設けられている。第１ブラケット２の略
中央部には、回動支持孔２３が設けられている。第１ブラケット２の回動支持孔２３の前
方側の周縁部には、３つの係合孔２４、２５が設けられている。これら係合孔２４、２５
のうち真ん中の係合孔は、回動支持孔２３と同軸の円弧状の回転規制係合孔２５として形
成されている。この回転規制係合孔２５が回転規制係合部である。また、第１ブラケット
２の回動支持孔２３と両側部との間には、第１係合部５１が設けられている。この第１ブ
ラケット２に、回動支持孔２３を介して水平方向に回動可能に支持部材３が設けられてい
る。
【００２４】
　支持部材３は、図１、図３～図６及び図８に示すように、支持部材本体３１と、支持部
材本体３１の底部であるフランジ部３２から下方に設けられ、第１ブラケット２の回動支
持孔２３に回動可能に支持されている回動支持部３３と、支持部材本体３１の両側部から
幅方向に突出され、回動規制ピン５５を移動可能に収容すると共に上下方向に貫通するピ
ン収容部３５を有する回動規制部３４と、支持部材本体３１の両側部の上方にそれぞれ設
けられ、略矩形状のシャフト取付孔３７を有する垂直回転機構取付部３６とを備えてなる
。回動支持部３３は、正八角形の１つおきの４つの辺を円弧状に形成した略八角形状に形
成されている。垂直回転機構取付部３６には、一対の垂直回転機構６を介して第２ブラケ
ット４が垂直方向に回動可能に設けられている。
【００２５】
　第２ブラケット４は、例えば、第２筐体１２の後端部に取り付けられる細長の略矩形状
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の取付片４１と、この取付片４１に一体的に設けられていると共に外面が円弧状に形成さ
れている垂直回転部４２とから略Ｌ字状に形成されている。垂直回転部４２には、円形状
の挿通孔４３が設けられている。垂直回転部４２の外周の対向する２箇所例えば側部とな
る２箇所には、切欠部４４が設けられている。
【００２６】
　一対の垂直回転機構６は、その構成が左右対称であるので、一方のもののみを説明して
、他方のものはその説明を省略する。垂直回転機構６は、例えば、支持部材３に設けられ
ているシャフト６１と、このシャフト６１に垂直方向に回転可能に支持されていると共に
第２ブラケット４に設けられていると共に外面が円弧状に形成されている垂直回転部４２
と、この垂直回転部４２とシャフト６１との間にフリクションを発生させる垂直回転フリ
クション発生手段６２とを備えてなる。
【００２７】
　シャフト６１は、切欠部６１ｂが設けられているフランジ部６１ａと、フランジ部６１
ａの一方に設けられ、支持部材本体３１のシャフト取付孔３７に挿入される取付部６１ｃ
と、フランジ部６１ａの他方に設けられている回動部６１ｄとからなる。取付部６１ｃは
、支持部材本体３１のシャフト取付孔３７に嵌合挿入されるように断面矩形状に形成され
ている。回動部６１ｄは、フランジ部近傍の外周が円形状に形成されていると共に、残り
が対向する箇所が互いに平行に切り欠かれた略楕円状の変形回動部として形成されてなる
。この回動部６１ｄには、フランジ部６１ａから回動部６１ｄの先端部にかけて、フラン
ジ部６１ａの切欠部６１ｂに係合する係合凸部６３ａを有するワッシャー６３と、回動規
制カム５４と、垂直回転部４２と、垂直回転部４２の２つの切欠部４４にそれぞれ係合す
る２つの係合凸部６４ａを有すカムＡ体６４と、カムＢ体６５と、皿ばね６６と、取付ワ
ッシャー６７とが漸次取り付けられている。
【００２８】
　カムＡ６４体、カムＢ体６５及び皿ばね６６により垂直回転フリクション発生手段６２
が構成されている。垂直回転フリクション発生手段６２は、垂直回転部４２とシャフト６
１との間にフリクションを発生させることができれば、カムＡ体６４、カムＢ体６５及び
皿ばね６６に限定されず、他の部材等で構成するようにしてもよい。
【００２９】
　カムＡ体６４は、第２ブラケット４に係合して第２ブラケット４と共にシャフト６１に
対して回動するもので、例えば、円板状に形成されている。カムＡ体６４の中央部には、
同軸上にシャフト６１が貫通する円形状の貫通孔６４ｂが設けられている。カムＡ体６４
の垂直回転部４２側の面であって周面の近傍の対向する２箇所には、垂直回転部４２の２
つの切欠部４４にそれぞれ係合する係合凸部６４ａがそれぞれ設けられている。カムＡ体
６４の垂直回転部４２とは反対側の面（カム面ということがある。）には、先端部が平面
のカム凸部６８が設けられている。
【００３０】
　カムＢ体６５は、シャフト６１と共に回動し、シャフト６１の軸方向に移動可能でカム
Ａ体６４と面接触するものである。カムＢ体６５は、例えば、カムＡ体６４と略同じ径の
円板状に形成されている。カムＢ体６５の中央部には、同軸上にシャフト６１の変形回動
部が貫通する略楕円形状の貫通嵌合孔６５ｂが設けられている。貫通嵌合孔６５ｂは、シ
ャフト６１の変形回動部が嵌合された状態で挿通されるように円形の対向する２箇所の周
面を直線状に互いに平行に切り欠いた略長円状に形成されており、カムＢ体６５がシャフ
ト６１に伴って回動し得ると共にシャフト６１の同軸上に移動し得るようにシャフト６１
の変形回動部に取り付けられている。カムＢ体６５のカムＡ体６４側の面（カム面という
ことがある。）には、カムＡ体６４のカム凸部６８と係合するカム凹部６９が設けられて
いる。
【００３１】
　皿ばね６６は、カムＢ体６５をカムＡ体６４に押し付けるべく付勢するフリクション付
勢手段である。フリクション付勢手段としては、皿ばね６６に限定されず、他の付勢部材
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であってもよい。皿ばね６６の枚数は、特に限定されず、例えば、８枚である。これら皿
ばね６６のカムＢ体６５とは反対側の面のシャフト６１の端部には、取付ワッシャー６７
が設けられている。この取付ワッシャー６７から突出するシャフト６１の端部がかしめら
れることによって、皿ばね６６、カムＢ体６５、カムＡ体６４、垂直回転部４２等がシャ
フト６１に圧接されて取り付けられている。
【００３２】
　カム凸部６８及びカム凹部６９は、例えば、第１筐体１１に対して第２筐体１２が０～
１８０°の垂直方向の回動角度（第１回動角度ということがある。）範囲で回動する場合
に、１０～１７０°の第１回動角度範囲でフリクションが発生してフリーストップ状態と
なるように形成されていることが好ましい。すなわち、カム凸部６８及びカム凹部６９は
、例えば、カム凸部６８の突出面とカム凹部６９以外のカムＢ体６５のカム面が平面にそ
れぞれ形成されて、これらカム凸部６８の突出面とカムＢ体６５のカム面とが１０～１７
０°の第１回動角度範囲で互いに面接触してフリクションが発生してフリーストップ状態
となるように形成されていることが好ましい。なお、本発明においては、０°には略０°
が含まれ、１０°には略１０°が含まれ、９０°には略９０°が含まれ、１７０°には略
１７０°が含まれ、１８０°には略１８０°が含まれ、３６０°には３６０°が含まれる
。
【００３３】
　これにより、１０～１７０°の第１回動角度範囲で、シャフト６１と第２ブラケット４
との間、すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２との間にフリーストップ状態をなし得る
フリクションが発生するように構成されている。また、カム凸部６８及びカム凹部６９は
、例えば、第１筐体１１に対して第２筐体１２が略０～１８０°の第１回動角度範囲で回
動する場合に、０°及び１８０°の角度で完全に係合するようにしてもよいが、０°及び
１８０°の角度で完全に係合していない状態で、例えば、１０°及び１７０°の角度から
係合し始めて－１０°及び１９０°の角度でそれぞれ完全に係合し得るように形成されて
いることが好ましい。なお、本発明における第１回動角度とは、第１筐体１１に対する第
２筐体１２の垂直方向（シャフト６１を軸に回動する方向）における第１筐体１１の上面
に対する第２筐体１２の下面の角度であり、例えば、０°の場合には、第１筐体１１と第
２筐体１２とが重なり合った状態で、１８０°の場合には、第１筐体１１に対して第２筐
体１２が略同一平面上に開いた状態である。
【００３４】
　第１ブラケット２と第２ブラケット４との間、例えば、第１ブラケット２との支持部材
３との間には水平回転角度規制機構７が設けられていることが好ましい。水平回転角度規
制機構７は、例えば、第１ブラケット２に対して支持部材３（第２ブラケット４）を水平
方向に０～３６０°の回動角度（第２回動角度ということがある。）範囲で回動可能に支
持するものである。なお、本発明において水平方向の回動とは第１ブラケット２に対して
直交する方向に延びる軸（垂直軸）を中心にこの軸回りに第２ブラケット４が回動するこ
とをいう。
【００３５】
　水平回転角度規制機構７は、第１ブラケット２及び支持部材３のいずれか一方、例えば
、第１ブラケット２に移動可能に設けられる移動係合部と、第１ブラケット２及び支持部
材３のいずれか他方、例えば、支持部材３に設けられ、移動係合部と係合する規制係合部
とを有し、第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して一方の方向の水平方向に３６０
°回転したとき、規制係合部と移動係合部とが係合してその第２ブラケット４の回転が停
止し、この停止状態から第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して他方の方向の水平
方向に３６０°回転したとき、規制係合部と移動係合部とが係合してその第２ブラケット
４の回転が停止するように構成されていることが好ましい。水平回転角度規制機構７とし
ては、例えば、第１ブラケット２の円弧状の回転規制係合孔２５と、回動支持部３３の外
周に回転可能に設けられる動作ストッパー７１と、動作ストッパー７１に設けられる移動
係合部と、動作ストッパー７１と第１ブラケット２との間の回動支持部３３の外周に嵌合
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されるストッパープレート７２と、このストッパープレート７２に設けられる規制係合部
とを備えてなることが好ましい。
【００３６】
　動作ストッパー７１は、回動支持部３３の外周にその軸回りに回動可能に支持されてい
ると共にその軸方向に移動可能なリング状に形成されている。すなわち、動作ストッパー
７１の貫通孔は円形状に形成されている。動作ストッパー７１の円周端部には、その軸方
向に突出され、回転規制係合孔２５に挿入されて係合する移動係合部としての第１回転規
制凸部７３が設けられている。この第１回転規制凸部７３が回転規制係合孔２５に挿入さ
れて回転規制係合孔２５の円弧方向に移動し得る範囲で動作ストッパー７１が回転するよ
うになっている。
【００３７】
　ストッパープレート７２は、動作ストッパー７１と第１ブラケット２との間の回動支持
部３３の外周に嵌合されるリング状に形成されている。ストッパープレート７２は、回動
支持部３３と共に回動し得るように回動支持部３３の外周に嵌合されると共にその軸方向
に移動可能な略長円状に貫通孔が形成されている。ストッパープレート７２の円周端部に
は、その径方向外方に突出され、第１回転規制凸部７３の両側部に当接する規制係合部で
ある第２回転規制凸部７４が設けられている。この第２回転規制凸部７４の幅は、例えば
、第２回転規制凸部７４が第１回転規制凸部７３の側部に接触したとき、これら第２回転
規制凸部７４と第１回転規制凸部７３との幅と回転規制係合孔２５の幅とが略同じになる
ような寸法で形成されている。これにより、第２回転規制凸部７４が第１回転規制凸部７
３の一方の側部に係合して第１回転規制凸部７３の移動が停止した位置から第１回転規制
凸部７３の他方の側部に係合して第１回転規制凸部７３の移動が停止する位置までの間の
３６０°の範囲で第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して回転されるように構成さ
れている。
【００３８】
　また、第１ブラケット２と支持部材３との間には水平回転機構８が設けられていること
が好ましい。水平回転機構８は、例えば、支持部材３に設けられ、第１ブラケット２に水
平方向に回動可能に支持されている回動支持部３３と、この回動支持部３３と第１ブラケ
ット２との間にフリクションを発生させる水平回転フリクション発生手段８０とを備えて
なる。水平回転フリクション発生手段８０は、例えば、第１ブラケット２から突出する回
動支持部３３の外周にその軸周りに設けられているクリックフリクション８１、クリック
プレート８２、スプリングプレート８３及びコントロールプレート８４を備えてなる。
【００３９】
　クリックフリクション８１は、回動支持部３３の外周にその軸回りに回動可能に支持さ
れていると共にその軸方向に移動可能なリング状に形成されている。クリックフリクショ
ン８１には、第１ブラケット２の２つの係合孔２４に係合する係合凸部８１ａが設けられ
ている。また、クリックフリクション８１の円周端部の１８０°間隔を隔てた２箇所には
、係合凹部８１ｂが設けられている。
【００４０】
　クリックプレート８２は、回動支持部３３と共に回動し得るように回動支持部３３の外
周に嵌合されると共にその軸方向に移動可能な略長円状の貫通孔を有するリング状に形成
されている。クリックプレート８２のクリックフリクション８１側の面には、クリックフ
リクション８１の係合凹部８１ｂに係合する係合凸部８２ａが１８０°間隔で２個設けら
れている。係合凸部８２ａの先端部は平面に形成されている。また、クリックプレート８
２には、円形状の孔８２ｂが１８０°間隔で２個設けられている。
【００４１】
　スプリングプレート８３は、回動支持部３３と共に回動し得るように回動支持部３３の
外周に嵌合されると共にその軸方向に移動可能な略長円状の貫通孔を有するリング状に形
成されている。スプリングプレート８３のクリックプレート８２側の面には、クリックプ
レート８２の孔８２ｂに係合する凸部８３ａが１８０°間隔で２個設けられている。この
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スプリングプレート８３のクリックプレート８２側とは反対側の面には、凸部８３ａを形
成するための凹部（図示せず）として形成されている。
【００４２】
　コントロールプレート８４は、回動支持部３３と共に回動し得るように回動支持部３３
の外周に嵌合されると共にその軸方向に移動可能な略長円状の貫通孔を有するリング状に
形成されている。コントロールプレート８４のスプリングプレート８３側の面には、スプ
リングプレート８３の凹部と係合する凸部８４ａが１８０°間隔で２個設けられている。
【００４３】
　これらクリックフリクション８１、クリックプレート８２、スプリングプレート８３及
びコントロールプレート８４が回動支持部３３の先端部をかしめることによって回動支持
部３３の外周に圧接状態で取り付けられており、スプリングプレート８３の付勢力により
第１ブラケット２と支持部材３との間、すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２との間で
フリーストップ状態をなし得るフリクションが発生するように構成されている。なお、ス
プリングプレート８３とは異なる付勢部材を用いて第１ブラケット２と支持部材３との間
にフリクションを発生させるようにしてもよい。
【００４４】
　水平回転規制手段５は、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が垂直方向に所定
の角度、例えば、９０°で開いたときのみ、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４
の水平方向への回転を可能とするものである。この水平回転規制手段５としては、例えば
、第１ブラケット２又は第２ブラケット４のいずれかに設けられる第１係合部５１及び第
２係合部５２と、第１ブラケット２と第２ブラケット４との間に移動可能に設けられると
共に第１係合部５１又は第２係合部５２のいずれか一方に係合されて、第１係合部５１に
係合されているとき水平方向への回転が規制されると共に第２係合部５２に係合されてい
るとき垂直方向への回転が規制される規制部材５３とを備えてなる。
【００４５】
　第１係合部５１は、例えば、第１ブラケット２の回動支持孔２３と両側部との間に設け
られている。第２係合部５２は、例えば、シャフト６１の外周に装着され、第２ブラケッ
ト４と共にシャフト６１に対して回転する回動規制カム５４の周面に凹状に設けられてい
る。第２係合部５２は、後述する回動規制ピン５５の接触端部５５ａが係合することがで
きると共に、回動規制ピン５５の接触端部５５ａと第２係合部５２との係合が第１ブラケ
ット２に対して第２ブラケット４を垂直方向に回転させることにより解除することができ
る、例えば、断面半円状などの断面略円弧状に形成されている。
【００４６】
　回動規制カム５４は、垂直回転部４２の２つの切欠部４４にそれぞれ係合する２つの係
合凸部５４ａを有するリング状に形成されている。これらの第１係合部５１と回動規制カ
ム５４との間に支持部材３の回動規制部３４が位置されており、そのピン収容部３５の両
開口部が第１係合部５１と回動規制カム５４の外周との近傍にそれぞれ対向して配置され
ている。ピン収容部３５内は、２段に形成されており、回動規制カム５４側が拡径された
拡径部３５ａとして形成されている。このピン収容部３５内には、規制部材としての回動
規制ピン５５が移動可能に収容されている。
【００４７】
　回動規制ピン５５は、ピン収容部３５（拡径部３５ａ以外のピン収容部３５）の内径よ
り若干小さな径の断面円形の棒状に形成されている。回動規制ピン５５の一端部（回動規
制カム５４側の端部）は、ピン収容部３５の拡径部３５ａより若干小さな径に拡径されて
いると共に半球面状の接触端部５５ａとして形成され、この接触端部５５ａが回動規制カ
ム５４の周面に当接すると共にピン収容部３５の拡径部３５ａ内を移動し、かつ、その第
２係合部５２に係合するようになっている。回動規制ピン５５の他端部（第１係合部５１
側の端部）は、第１係合部５１に係合するようになっている。回動規制ピンの５５長さは
、ピン収容部３５の長さより長く、かつ、第１係合部５１又は第２係合部５２のいずれか
一方に係合される寸法で形成されている。すなわち、回動規制ピン５５の長さは、接触端
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部５５ａが第２係合部５２に係合しているときに他端部が第１係合部５１から離脱し、他
端部が第１係合部５１に係合しているときに接触端部５５ａが第２係合部５２から離脱し
て回動規制カム５４が回転し得るような寸法で形成されている。
【００４８】
　また、ピン収容部３５の拡径部３５ａ内であって回動規制ピン５５の外周には、付勢部
材である例えばコンプレッションスプリング５６が設けられている。なお、この付勢部材
はコンプレッションスプリング５６に限定されず、他の付勢部材を用いるようにしてもよ
い。このコンプレッションスプリング５６は、一端がピン収容部３５の拡径部３５ａを形
成する壁面に当接すると共に、他端が回動規制ピン５５の接触端部５５ａに当接してその
接触端部５５ａがピン収容部３５から突出する方向に回動規制ピン５５を付勢するもので
ある。これにより、回動規制ピン５５は、コンプレッションスプリング５６により付勢さ
れて接触端部５５ａが回動規制カム５４の周面に当接した状態のまま回動規制カム５４が
シャフト６１を軸に回転して、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が垂直方向に
所定の角度回転したときに、回動規制ピン５５の接触端部５５ａと第２係合部５２とが対
向してコンプレッションスプリング５６の付勢力により回動規制ピン５５が移動して接触
端部５５ａと第２係合部５２とが係合するようになっている。
【００４９】
　回動規制カム５４の第２係合部５２の位置は、任意に決められ、例えば、第１ブラケッ
ト２に対して第２ブラケット４が垂直方向に９０°に回動したときに、回動規制ピン５５
の接触端部５５ａと第２係合部５２とが係合するように位置されている。このとき、回動
規制ピン５５は第１係合部５１から離脱しているので、第１ブラケット２に対して第２ブ
ラケット４が水平方向に回転可能になっている。また、接触端部５５ａが第２係合部５２
に係合し、かつ、回動規制ピン５５の他端部が第１係合部５１と対向しているときに、第
１ブラケット２に対して第２ブラケット４を垂直方向に回転させると、接触端部５５ａが
第２係合部５２から離脱してその係合が解除されると共に、回動規制ピン５５の他端部が
第１係合部５１に入り込んで回動規制ピン５５と第１係合部５１とが係合するようになっ
ている。
【００５０】
　次に本発明に係る第１のチルトヒンジ１及び電子機器１０の作用を説明する。
【００５１】
　第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態では、第１回動角度が、
０°で、カム凸部６８とカム凹部６９とが係合していると共に、この係合が行われるよう
に皿ばね６６によりカムＡ体６４及びカムＢ体６５が互いに面接触するように付勢され、
かつ、回動規制ピン５５の接触端部５５ａが回動規制カム５４の周面に当接しつつこの他
端部が第１係合部５１に係合しているので、第１筐体１１と第２筐体１２とが閉成状態に
保持されている。この閉成状態のとき、カム凸部６８とカム凹部６９との係合が完全（略
完全を含む。）に嵌合されていないでカム凸部６８の一部がカム凹部６９に入り込んだ状
態であるので、第１筐体１１と第２筐体１２とがガタツクことなく閉成状態に保持されて
いる。なお、この閉成状態をより確実に維持するために、別のロック機構を設けるように
してもよい。
【００５２】
　この閉成状態の電子機器１０を開く場合には、例えば、第１筐体１１に対して第２筐体
１２を垂直方向（シャフト６１を軸）に回転させる（図１（ｂ）参照。）。第１筐体１１
に対する第２筐体１２の第１回動角度が９０°になると、回動規制ピン５５の接触端部５
５ａと第２係合部５２とが対向すると共にコンプレッションスプリング５６の付勢力によ
り回動規制ピン５５が自動的に移動して接触端部５５ａが第２係合部５２と係合すると共
に回動規制ピン５５が第１係合部５１から離脱する（図１（ｃ）、図２、図３参照。）。
ので、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が水平方向に回転可能になる。さらに
、第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転させると、接触端部５５ａが第２
係合部５２から離脱すると共に、回動規制ピン５５の他端部が第１係合部５１と係合する
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ので、第１筐体１１に対して第２筐体１２は垂直方向にのみ回転し、例えば、第１筐体１
１に対して第２筐体１２が例えば１８０°まで回転することができる（図１（ｄ）参照。
）。
【００５３】
　第１筐体１１に対する第２筐体１２の回動角度が９０°以外のときには、コンプレッシ
ョンスプリング５６により回動規制ピン５５が付勢されて接触端部５５ａが回動規制カム
５４の周面に当接している。この状態のまま第１ブラケット２に対して第２ブラケット４
が垂直方向に回転して、その回動角度が９０°になると、回動規制ピン５５の接触端部５
５ａと第２係合部５２とが対向してコンプレッションスプリング５６の付勢力により回動
規制ピン５５が自動的に移動して接触端部５５ａと第２係合部５２とが係合してクリック
感が発生する。
【００５４】
　このように、本発明に係るチルトヒンジ１及び電子機器１０は、第１ブラケット２に対
して第２ブラケット４を垂直方向に開くとき、第２ブラケット４が第１ブラケット２に対
して所定の角度、例えば、９０°になると、コンプレッションスプリング５６の付勢力に
より回動規制ピン５５が第２係合部５２に自動的に係合して水平方向の回転を行えるよう
になるので、ディスプレイ装置を水平方向に回転し得る状態を把握することができ、操作
性が向上する。
【００５５】
　また、第１筐体１１に対して第２筐体１２が１８０°まで回転すると、カム凸部６８と
カム凹部６９とが係合していると共に、この係合が行われるように皿ばね６６によりカム
Ａ体６４及びカムＢ体６５が互いに面接触するように付勢されているので、第１筐体１１
と第２筐体１２とが開成状態に保持される。このとき、カム凸部６８とカム凹部６９とが
完全（略完全を含む。）に嵌合されていないでカム凸部６８の一部がカム凹部６９に入り
込んだ状態で係合しているので、第１筐体１１と第２筐体１２とがガタツクことなく開成
状態に保持される。なお、この開成状態をより確実に維持するために、別のロック機構を
設けるようにしてもよい。
【００５６】
　また、第１筐体１１に対して第２筐体１２が垂直方向に回転するとき、第１回動角度が
１０°を超えると、カム凸部６８がカム凹部６９から離脱してカム凸部６８の先端面がカ
ムＢ体６５のカム面に面接触しつつその面上を摺動する。これにより、シャフト１６１と
第２ブラケット４との間、すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２との間にフリクション
トルクが発生するので、第２筐体１２の回転を止めると、そのフリクショントルクによっ
て第２筐体１２がその位置に停止する。よって、第１筐体１１に対して第２筐体１２を１
０～１７０°の第１回動角度範囲の所望の角度に停止させることができる。その結果、第
１筐体１１の上面に設けたキーボード１１ａが露出するので、キーボード操作が可能とな
り、電子機器１０をキーボード操作等により使用することができる。
【００５７】
　また、第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転させて第１回動角度が９０
°になったとき、コンプレッションスプリング５６の付勢力により回動規制ピン５５が自
動的に移動して接触端部５５ａが第２係合部５２と係合すると共に回動規制ピン５５が第
１係合部５１から離脱するので、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が水平方向
に回転可能になる。この水平方向の回転は、０～３６０°の範囲で可能である（図６参照
。）。すなわち、第２回転規制凸部７４が第１回転規制凸部７３の一方の側部に係合して
いると共に第１回転規制凸部７３が回転規制係合孔２５の端部に当接している状態を０°
とすると、第２回転規制凸部７４が第１回転規制凸部７３に係合している方向とは反対方
向の水平方向に第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が回転可能であり、この水平
方向に第２ブラケット４を回転させると、第２回転規制凸部７４が第１回転規制凸部７３
の他方の側部に接触してから第１回転規制凸部７３と共に移動して第１回転規制凸部７３
が回転規制係合孔２５の端部に当接してその回転が停止される状態が３６０°となる。０
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°、１８０°及び３６０°では、クリックプレート８２の係合凸部８２ａがクリックフリ
クション８１の係合凹部８１ｂに係合してクリック感が発生するので、ディスプレイ装置
が水平方向に０°、１８０°又は３６０°になっている状態を容易に把握することができ
る。
【００５８】
　また、第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して水平方向に３６０°回転したとき
、第１回転規制凸部７３と第２回転規制凸部７４とが係合してその第２ブラケット４の回
転が停止し、この停止状態から第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して逆方向の水
平方向に３６０°回転したとき、第１回転規制凸部７３と第２回転規制凸部７４とが係合
してその第２ブラケット４の回転が停止するので、第１ブラケット２に対して第２ブラケ
ット４の回転を簡単な構造で規制することができる。
【００５９】
　また、スプリングプレート８３の付勢力により第１ブラケット２と支持部材３との間に
フリクションが発生しているので、そのフリクショントルクによって第２筐体１２を所望
の位置に停止保持させることができる。すなわち、第１筐体１１に対して第２筐体１２が
水平方向に回転するとき、第２回動角度が０°、１８０°、３６０°以外では、係合凸部
８２ａが係合凹部８１ｂから離脱して係合凸部８２ａの先端面がクリックフリクション８
１の表面に乗り上げてその表面上を面接触しつつ摺動する。これにより、第１ブラケット
２と支持部材３との間、すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２との間にフリクショント
ルクが発生している。この係合凸部８２ａの先端面がクリックフリクション８１の表面に
乗り上げているときに、第２筐体１２の回転を止めると、そのフリクショントルクによっ
て第２筐体１２がその位置に停止する。よって、第１筐体１１に対して第２筐体１２を水
平方向の所望の角度に停止させることができ、モニターを他方向に利用することができ、
汎用性が向上する。
【００６０】
　第２回動角度が０°又は３６０°のときに、第１ブラケット２に対して第２ブラケット
４を垂直方向に閉成状態となるように回転させる。すると、接触端部５５ａが第２係合部
５２から離脱すると共に、回動規制ピン５５の他端部が第１係合部５１と係合するので、
第１筐体１１に対して第２筐体１２は垂直方向にのみ回転し、第１筐体１１に対して第２
筐体１２が０°まで回転して閉成状態になる。すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２と
が互いに重なり合った状態であって第１筐体１１の上面が第２筐体１２によって閉塞され
た閉成状態となる。
【００６１】
　また、第２回動角度が１８０°のときに、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４
を垂直方向に閉成状態となるように回転させる。すると、接触端部５５ａが第２係合部５
２から離脱すると共に、回動規制ピン５５の他端部が第１係合部５１と係合するので、第
１筐体１１に対して第２筐体１２は垂直方向にのみ回転し、第１筐体１１に対して第２筐
体１２が０°まで回転して、第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状
態になる。
【００６２】
　この第２回動角度が１８０°で第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉
成状態のときに、通常、第２筐体１２のディスプレイ１２ａが下面に位置されて閉塞され
るように、第２筐体１２が第２ブラケット４に取り付けられている。このため、この閉成
状態から第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転させて第１回動角度が９０
°になったとき、第１筐体１１のキーボード１１ａが露出すると共にキーボード１１ａ側
にディスプレイ１２ａが位置されるので、例えば、ディスプレイ１２ａを見ながらキーボ
ード操作が可能となる。また、第１回動角度が９０°になったときには、第２回動角度が
１８０°であるために、第１筐体１１に対して第２筐体１２を一方の水平方向に１８０°
回転させることができると共に、第１筐体１１に対して第２筐体１２を他方の水平方向に
１８０°回転させることができる。すなわち、第１筐体１１に対して第２筐体１２を左右
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の両方向に１８０°回転させることができる。また、第２回動角度が０°又は３６０°の
ときには、第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態とすることがで
きる。このとき、第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った状態であって第２
筐体１２のディスプレイ１２ａが上面に位置される。これにより、第１筐体１１と第２筐
体１２とが互いに重なり合った状態、つまり折り畳まれた状態でディスプレイ１２ａを見
たりタッチパネルとして使用することができるので、モニターの汎用性が一層向上する。
【００６３】
　なお、第２回動角度が１８０°で第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った
閉成状態のときに、第２筐体１２のディスプレイ１２ａが下面に位置されて閉塞されるよ
うに、第２筐体１２を第２ブラケット４に取り付ける場合について説明したが、第２回動
角度が０°又は３６０°で第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態
のときに、第２筐体１２のディスプレイ１２ａが下面に位置されて閉塞されるように、第
２筐体１２を第２ブラケット４に取り付けるようにしてもよい。このように構成した場合
には、この閉成状態から第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転させて第１
回動角度が９０°になったとき、例えば、ディスプレイ１２ａを見ながらキーボード操作
が可能となる。また、第１回動角度が９０°になったときには、第１筐体１１に対して第
２筐体１２を一方の水平方向に３６０°回転させることができる。このとき、第１筐体１
１に対して第２筐体１２を１８０°回転させて、さらに、第１筐体１１に対して第２筐体
１２を垂直方向に回転させて閉成状態とすることにより、第２筐体１２のディスプレイ１
２ａが上面に位置させることができる。
【００６４】
　図９～図１３は本発明の第２のチルトヒンジの一例を示す図である。本発明に係る第２
のチルトヒンジは、図９～図１３に示すように、水平回転規制手段５が、第１ブラケット
２及び第２ブラケット４のいずれか一方に設けられる係合部１５１と、第１ブラケット２
及び第２ブラケット４のいずれか他方に移動可能に設けられ、係合部１５１に係合されて
いるとき、水平方向への第２ブラケット４の回転が規制される規制部材１５２とを有し、
第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して垂直方向に回転して所定の角度になったと
きのみ、規制部材１５２が移動してこの規制部材１５２と係合部１５１との係合が解除さ
れて、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４の水平方向への回転が可能となるよう
に構成したことに特徴がある。なお、第２のチルトヒンジ１００について説明するが、前
記の第１のチルトヒンジ１と同一の部分には同一の名称を付しその説明を省略することが
ある。
【００６５】
　第１ブラケット２には、図１４に示すように、前記の係合孔２５と同様の目的で前端部
から突出する２つの係合凸部１２５が設けられている。また、第１ブラケット２の回動支
持孔２３と両側部との間には、回動規制ピン挿通孔１２１と駆動ピン取付孔１２２とがそ
れぞれ設けられている。支持部材３は、図９～図１３及び図１５に示すように、略Ｔ状に
形成され、フランジ部３２の下方に回動支持部３３が設けられている。支持部材３の両ア
ーム部１３６の先端部に、一対の垂直回転機構６を介して第２ブラケット４である取付部
材が垂直方向に回動可能に設けられている。第２ブラケット４は、取付片４１と垂直回転
部１４２とから略Ｌ字状に形成されている。
【００６６】
　垂直回転機構６は、例えば、支持部材３に設けられているシャフト１６１と、このシャ
フト１６１に垂直方向に回転可能に支持されていると共に第２ブラケット４に設けられ、
外面が円弧状に形成されている垂直回転部１４２と、この垂直回転部１４２とシャフト１
６１との間にフリクションを発生させる垂直回転フリクション発生手段６２とを備えてな
る。
【００６７】
　水平回転角度規制機構７は、例えば、第１ブラケット２の２つの係合凸部１２５と、回
動支持部３３の外周に回転可能に設けられる動作ストッパー１７１と、動作ストッパー１
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７１に設けられる移動係合部と、動作ストッパー１７１と第１ブラケット２との間の回動
支持部３３の外周に嵌合されるストッパープレート１７２と、このストッパープレート１
７２に設けられる規制係合部とを備えてなることが好ましい。
【００６８】
　動作ストッパー１７１は、回動支持部３３の外周にその軸回りに回動可能に支持されて
いると共にその軸方向に移動可能なリング状に形成されている。動作ストッパー１７１の
円周端部には、その軸方向に突出され、係合凸部１２５間に位置される移動係合部として
の第１回転規制凸部１７３が設けられている。この第１回転規制凸部１７３が係合凸部１
２５間で移動し得る範囲で動作ストッパー１７１が回転するようになっている。
【００６９】
ストッパープレート１７２は、動作ストッパー１７１と第１ブラケット２との間の回動支
持部３３の外周に嵌合されるリング状に形成されている。ストッパープレート１７２の円
周端部には、その径方向外方に突出され、第１回転規制凸部１７３の両側部に当接する規
制係合部である第２回転規制凸部１７４が設けられている。この第２回転規制凸部１７４
の幅は、例えば、第２回転規制凸部１７４が第１回転規制凸部１７３の側部に接触したと
き、これら第２回転規制凸部１７４と第１回転規制凸部１７３との幅と２つの係合凸部１
２５間の幅とが略同じになるような寸法で形成されている。これにより、第２回転規制凸
部１７４が第１回転規制凸部１７３の一方の側部に係合して第１回転規制凸部１７３が一
方の係合凸部１２５に接触してその移動が停止した位置から第１回転規制凸部１７３の他
方の側部に係合して第１回転規制凸部１７３の移動が停止する位置までの間の３６０°の
範囲で第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して回転されるように構成されている。
【００７０】
　水平回転規制手段５は、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が垂直方向に所定
の角度、例えば、９０°で開いたときのみ、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４
の水平方向への回転を可能とするものである。この水平回転規制手段５としては、第１ブ
ラケット２及び第２ブラケット４のいずれか一方に設けられる係合部１５１と、第１ブラ
ケット２及び第２ブラケット４のいずれか他方に移動可能に設けられ、係合部１５１に係
合されているとき、水平方向への第２ブラケット４の回転が規制される規制部材１５２と
を備えてなる。
【００７１】
　係合部１５１は、例えば、ストッパープレート１７２の外周に設けられている係合凹部
である。なお、この係合部１５１は、支持部材３と共に回動するために実質的には支持部
材３に設けられており、直接支持部材３に設けたり他の部材に設けるようにしてもよい。
また、係合部１５１を第１ブラケット２に設けるようにしてもよい。
【００７２】
　規制部材１５２は、例えば、回動規制ピン１５５である。回動規制ピン１５５は、第１
ブラケット２の回動規制ピン挿通孔１２１に移動可能に挿通されている。回動規制ピン１
５５は、略中央部から上端部までが略矩形状に形成されて、この矩形状の部分（摺動部１
５５ａということがある。）が回動規制ピン挿通孔１２１に移動可能に挿通されていると
共に端部が係合部１５１に係合するようになっている。回動規制ピン１５５の下端部には
、略矩形状の取付部１５５ｂが設けられている。この回動規制ピン１５５は、規制部材移
動手段１１０によって第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が垂直方向に回転して
所定の角度、例えば、９０°に回転したときのみ移動して係合部１５１との係合を解除す
るように形成されている。
【００７３】
　規制部材移動手段１１０は、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が垂直方向に
９０°に回転したときのみ、回動規制ピン１５５を係合部１５１から離脱すべく移動させ
て水平方向の回転を可能にするものである。規制部材移動手段１１０としては、例えば、
第１ブラケット２に移動可能に設けられると共に回動規制ピン１５５が設けられ、かつ、
垂直回転部１４２の周面に当接する移動ブラケット１１１と、この移動ブラケット１１１
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を垂直回転部１４２の周面に当接させて回動規制ピン１５５を係合部１５１と係合する方
向に付勢する付勢部材１１２と、垂直回転部１４２の周面に設けられ、第１ブラケット２
に対して第２ブラケット４が垂直方向に所定の角度例えば９０°で開いたとき、回動規制
ピン１５５を移動させて係合部１５１との係合を解除させるカム１１３とを備えてなるこ
とが好ましい。
【００７４】
　移動ブラケット１１１は、第１ブラケット２の下方にその幅方向に延びて設けられ、支
持部材３の回動支持部３３が水平回転機構８と共に貫通する貫通孔１１１ａを有している
。移動ブラケット１１１の幅方向の長さは、例えば、第１ブラケット２の幅方向の長さよ
り長い、例えば、若干長い寸法で形成されている。この移動ブラケット１１１の貫通孔１
１１ａと両側部との間には、回動規制ピン１５５が取り付けられる略矩形状の回動規制ピ
ン取付孔１１５と駆動ピン１１４が挿通される駆動ピン挿通孔１１６がそれぞれ設けられ
ている。
【００７５】
　駆動ピン１１４は、円形の棒状に形成されている。この駆動ピン１１４は、駆動ピン挿
通孔１１６を貫通して小径の取付部１１４ａが第１ブラケット２の駆動ピン取付孔１２２
に挿入されて例えばこの取付部１１４ａがカシメられて第１ブラケット２に取り付けられ
ている。駆動ピン１１４と駆動ピン挿通孔１１６との間には、移動ブラケット１１１と第
１ブラケット２との間に延びる円筒状のスペーサ１１７が設けられている。すなわち、駆
動ピン１１４は、スペーサ１１７を介して駆動ピン挿通孔１１６を貫通しており、このた
め、移動ブラケット１１１はスペーサ１１７を介して駆動ピン１１４に対してその長手方
向（上下方向）に移動可能に第１ブラケット２に支持されるようになっている。また、駆
動ピン１１４の下端部には、ワッシャー１１８を介してビス１１９等がネジ止めされ、こ
のワッシャー１１８と移動ブラケット１１１との間の駆動ピン１１４の外周には、付勢部
材１１２であるコンプレッションスプリング１１２ａが設けられており、移動ブラケット
１１１がコンプレッションスプリング１１２ａにより上方に付勢されている。
【００７６】
　また、回動規制ピン取付孔１１５には、回動規制ピン１５５の取付部１５５ｂが挿入さ
れてこの取付部１５５ｂがカシメられて回動規制ピン１５５が移動ブラケット１１１に取
り付けられている。このとき、摺動部１５５ａが第１ブラケット２の回動規制ピン挿通孔
１２１を貫通して先端部が係合部１５１に係合すると共に、移動ブラケット１１１を下方
に移動させたとき、先端部が係合部１５１から離脱するように回動規制ピン１５５が形成
されていることが好ましい。
【００７７】
　また、移動ブラケット１１１の両側部は、それぞれ上方に略直角に折り曲げられ、さら
に外側に略直角に折り曲げられて移動ブラケット片１１１ｂとして形成されている。移動
ブラケット片１１１ｂには、垂直回転部１４２の周面に当接するカム受け部１２０を取り
付けるための取付孔１１１ｃが設けられている。
【００７８】
　カム受け部１２０は、円柱状に形成され、この一端面には小径の取付部１２０ａが設け
られている。このカム受け部１２０の取付部１２０ａが移動ブラケット片１１１ｂの取付
孔１１１ｃに挿入されてカシメられてカム受け部１２０が取り付けられている。カム受け
部１２０の他端面は、垂直回転部１４２の周面が当接するようになっている。垂直回転部
１４２の周面には、移動ブラケット１１１をコンプレッションスプリング１１２ａの付勢
力に抗して下方に移動させるカム１１３が設けられている。カム１１３は、略三角形状に
形成されている。このカム１１３は、第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が垂直
方向に所定の角度例えば９０°で開いたとき、カム受け部１２０に当接して移動ブラケッ
ト１１１をコンプレッションスプリング１１２ａの付勢力に抗して下方に押し下げる。こ
の押し下げにより回動規制ピン１５５の上端部が係合部１５１から離脱してその係合が解
除されて第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が水平方向に回転可能になるように
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なっている。
【００７９】
　次に本発明に係る第２のチルトヒンジ１００の作用を説明する。
【００８０】
　第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態では、第１回動角度が、
０°で、カム凸部６８とカム凹部６９とが係合していると共に、この係合が行われるよう
に皿ばね６６によりカムＡ体６４及びカムＢ体６５が互いに面接触するように付勢され、
かつ、回動規制ピン１５５の摺動部１５５ａの端部が係合部１５１に入り込んで係合して
いるので、第１筐体１１と第２筐体１２とが閉成状態に保持されている。この閉成状態の
とき、カム凸部６８とカム凹部６９との係合が完全（略完全を含む。）に嵌合されていな
いでカム凸部６８の一部がカム凹部６９に入り込んだ状態であるので、第１筐体１１と第
２筐体１２とがガタツクことなく閉成状態に保持されている。なお、この閉成状態をより
確実に維持するために、別のロック機構を設けるようにしてもよい。
【００８１】
　この閉成状態の電子機器１０を開く場合には、例えば、第１筐体１１に対して第２筐体
１２を垂直方向（シャフト１６１を軸）に回転させる。第１筐体１１に対する第２筐体１
２の第１回動角度が９０°になると、カム１１３がカム受け部１２０に当接して移動ブラ
ケット１１１がコンプレッションスプリング１１２ａの付勢力に抗して下方に押し下げら
れる（図９、図１０参照。）。この押し下げにより回動規制ピン１５５の端部が係合部１
５１から離脱してその係合が解除されて第１ブラケット２に対して第２ブラケット４が水
平方向に回転可能になる。さらに、第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転
させると、カム１１３が移動してコンプレッションスプリング１１２ａの付勢力により移
動ブラケット１１１が上方に移動して回動規制ピン１５５の端部が係合部１５１に係合す
る。これにより、第１筐体１１に対して第２筐体１２は垂直方向にのみ回転し、例えば、
第１筐体１１に対して第２筐体１２が例えば１８０°まで回転することができる。
【００８２】
　このように、本発明に係る第２のチルトヒンジ１００及び電子機器１０は、第１ブラケ
ット２に対して第２ブラケット４を垂直方向に開くとき、第２ブラケット４が第１ブラケ
ット２に対して所定の角度、例えば、９０°になると、回動規制ピン１５５と係合部１５
１との係合が解除されるので、大きな力を作用させることなく、ディスプレイ装置を水平
方向に回転させることができ、操作性が向上する。
【００８３】
　また、第１筐体１１に対して第２筐体１２が１８０°まで回転すると、カム凸部６８と
カム凹部６９とが係合していると共に、この係合が行われるように皿ばね６６によりカム
Ａ体６４及びカムＢ体６５が互いに面接触するように付勢されているので、第１筐体１１
と第２筐体１２とが開成状態に保持される。このとき、カム凸部６８とカム凹部６９とが
完全（略完全を含む。）に嵌合されていないでカム凸部６８の一部がカム凹部６９に入り
込んだ状態で係合しているので、第１筐体１１と第２筐体１２とがガタツクことなく開成
状態に保持される。なお、この開成状態をより確実に維持するために、別のロック機構を
設けるようにしてもよい。
【００８４】
　また、第１筐体１１に対して第２筐体１２が垂直方向に回転するとき、第１回動角度が
１０°を超えると、カム凸部６８がカム凹部６９から離脱してカム凸部６８の先端面がカ
ムＢ体６５のカム面に面接触しつつその面上を摺動する。これにより、シャフト６１と第
２ブラケット４との間、すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２との間にフリクショント
ルクが発生するので、第２筐体１２の回転を止めると、そのフリクショントルクによって
第２筐体１２がその位置に停止する。よって、第１筐体１１に対して第２筐体１２を１０
～１７０°の第１回動角度範囲の所望の角度に停止させることができる。その結果、第１
筐体１１の上面に設けたキーボード１１ａが露出するので、キーボード操作が可能となり
、電子機器１０を使用することができる。
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【００８５】
　また、第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転させて第１回動角度が９０
°になったとき、カム１１３がカム受け部１２０に当接して移動ブラケット１１１が下方
に押し下げられ、回動規制ピン１５５と係合部１５１との係合が解除されるので、第１ブ
ラケット２に対して第２ブラケット４が水平方向に回転可能になる。この水平方向の回転
は、０～３６０°の範囲で可能である（図１３参照。）。すなわち、第２回転規制凸部１
７４が第１回転規制凸部１７３の一方の側部に係合していると共に第１回転規制凸部１７
３が一方の係合凸部１２５に当接している状態を０°とすると、第２回転規制凸部１７４
が第１回転規制凸部１７３に係合している方向とは反対方向の水平方向に第１ブラケット
２に対して第２ブラケット４が回転可能であり、この水平方向に第２ブラケット４を回転
させると、第２回転規制凸部１７４が第１回転規制凸部１７３の他方の側部に接触してか
ら第１回転規制凸部１７３と共に移動して第１回転規制凸部１７３が他方の係合凸部１２
５に当接してその回転が停止される状態が３６０°となる。０°、１８０°及び３６０°
では、クリックプレート８２の係合凸部８２ａがクリックフリクション８１の係合凹部８
１ｂに係合してクリック感が発生するので、ディスプレイ装置が水平方向に０°、１８０
°又は３６０°になっている状態を容易に把握することができる。
【００８６】
　また、第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して水平方向に３６０°回転したとき
、第１回転規制凸部１７３と第２回転規制凸部１７４とが係合してその第２ブラケット４
の回転が停止し、この停止状態から第２ブラケット４が第１ブラケット２に対して逆方向
の水平方向に３６０°回転したとき、第１回転規制凸部１７３と第２回転規制凸部１７４
とが係合してその第２ブラケット４の回転が停止するので、第１ブラケット２に対して第
２ブラケット４の回転を簡単な構造で規制することができる。
【００８７】
　また、スプリングプレート８３の付勢力により第１ブラケット２と支持部材３との間に
フリクションが発生しているので、そのフリクショントルクによって第２筐体１２を所望
の位置に停止保持させることができる。すなわち、第１筐体１１に対して第２筐体１２が
水平方向に回転するとき、第２回動角度が０°、１８０°、３６０°以外では、係合凸部
８２ａが係合凹部８１ｂから離脱して係合凸部８２ａの先端面がクリックフリクション８
１の表面に乗り上げてその表面上を面接触しつつ摺動する。これにより、第１ブラケット
２と支持部材３との間、すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２との間にフリクショント
ルクが発生している。この係合凸部８２ａの先端面がクリックフリクション８１の表面に
乗り上げているときに、第２筐体１２の回転を止めると、そのフリクショントルクによっ
て第２筐体１２がその位置に停止する。よって、第１筐体１１に対して第２筐体１２を水
平方向の所望の角度に停止させることができ、モニターを他方向に利用することができ、
汎用性が向上する。
【００８８】
　第２回動角度が０°又は３６０°のときに、第１ブラケット２に対して第２ブラケット
４を垂直方向に閉成状態となるように回転させる。すると、カム１１３が移動してコンプ
レッションスプリング１１２ａの付勢力により移動ブラケット１１１が上方に移動して回
動規制ピン１５５の端部が係合部１５１に係合するので、第１筐体１１に対して第２筐体
１２は垂直方向にのみ回転し、第１筐体１１に対して第２筐体１２が０°まで回転して閉
成状態になる。すなわち、第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った状態であ
って第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態になる。
【００８９】
　この第２回動角度が１８０°で第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉
成状態のときに、通常、第２筐体１２のディスプレイ１２ａが下面に位置されて閉塞され
るように、第２筐体１２が第２ブラケット４に取り付けられている。このため、この閉成
状態から第１筐体１１に対して第２筐体１２を垂直方向に回転させて第１回動角度が９０
°になったとき、第１筐体１１のキーボード１１ａが露出すると共にキーボード１１ａ側
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にディスプレイ１２ａが位置されるので、例えば、ディスプレイ１２ａを見ながらキーボ
ード操作が可能となる。また、第１回動角度が９０°になったときには、第２回動角度が
１８０°であるために、第１筐体１１に対して第２筐体１２を一方の水平方向に１８０°
回転させることができると共に、第１筐体１１に対して第２筐体１２を他方の水平方向に
１８０°回転させることができる。すなわち、第１筐体１１に対して第２筐体１２を左右
の両方向に１８０°回転させることができる。また、第２回動角度が０°又は３６０°の
ときには、第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態とすることがで
きる。このとき、第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った状態であって第２
筐体１２のディスプレイ１２ａが上面に位置される。これにより、第１筐体１１と第２筐
体１２とが互いに重なり合った状態、つまり折り畳まれた状態でディスプレイ１２ａを見
たりタッチパネルとして使用することができるので、モニターの汎用性が一層向上する。
【００９０】
　なお、第２回動角度が１８０°で第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った
閉成状態のときに、第２筐体１２のディスプレイ１２ａが下面に位置されて閉塞されるよ
うに、第２筐体１２を第２ブラケット４に取り付ける場合について説明したが、第２回動
角度が０°又は３６０°で第１筐体１１と第２筐体１２とが互いに重なり合った閉成状態
のときに、第２筐体１２のディスプレイ１２ａが下面に位置されて閉塞されるように、第
２筐体１２を第２ブラケット４に取り付けるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　以上説明したように本発明に係るチルトヒンジ及び携帯機器は、第１ブラケットに対し
て第２ブラケットを垂直方向に開くとき、第２ブラケットが第１ブラケットに対して所定
の角度になると、規制部材が移動して水平回転機構による水平方向の回転を行えるように
なるので、ディスプレイ装置を水平方向に回転し得る状態を把握することができたり、大
きな力を作用させることなく、ディスプレイ装置を水平方向に回転させることができ、操
作性が向上することから、特にノートパソコンに用いるものとして好適なものである。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明に係る第１のチルトヒンジを備えた電子機器の一例を示す概略側面図で、
（ａ）は第１回動角度が０°のときの図、（ｂ）は第１回動角度が４５°のときの図、（
ｃ）は第１回動角度が９０°のときの図、（ｄ）は第１回動角度が１８０°のときの図で
ある。
【図２】本発明に係る電子機器の一例を示し、第１筐体に対して第２筐体を垂直方向に９
０°開いた状態を示す図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図である。
【図３】本発明に係る第１のチルトヒンジの一例を示す図で、（ａ）は斜視図、（ｂ）は
正面図、（ｃ）は（ｂ）中のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図４】本発明に係る第１のチルトヒンジの一例を示す一部分解斜視図である。
【図５】本発明に係る第１のチルトヒンジの一例を示す分解斜視図である。
【図６】本発明に係る第１のチルトヒンジの一例を示し、第１ブラケットに対して第２ブ
ラケットを水平方向に回転させた状態を示す斜視図である。
【図７】本発明に係る第１のチルトヒンジにおける第１ブラケットの一例を示す図で、（
ａ）は背面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は側面図である。
【図８】本発明に係る第１のチルトヒンジにおける支持部材の一例を示す図で、（ａ）は
平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は側面図、（ｄ）は底面図である。
【図９】本発明に係る第２のチルトヒンジの一例を示す斜視図である。
【図１０】本発明に係る第２のチルトヒンジの一例を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）
は（ａ）中のＢ－Ｂ線矢視断面図、（ｃ）は（ａ）中のＣ－Ｃ線矢視断面図、（ｄ）は（
ａ）中のＤ－Ｄ線矢視断面図である。
【図１１】本発明に係る第２のチルトヒンジの一例を示す一部分解斜視図である。
【図１２】本発明に係る第２のチルトヒンジの一例を示す分解斜視図である。
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【図１３】本発明に係る第２のチルトヒンジの一例を示し、第１ブラケットに対して第２
ブラケットを水平方向に回転させた状態を示す斜視図である。
【図１４】本発明に係る第２のチルトヒンジにおける第１ブラケットの一例を示す図で、
（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は正面図である。
【図１５】本発明に係る第２のチルトヒンジにおける支持部材の一例を示す図で、（ａ）
は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は側面図、（ｄ）は底面図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１　第１のチルトヒンジ
　２　第１ブラケット
　３　支持部材
　４　第２ブラケット
　５　水平回転規制手段
　６　垂直回転機構
　７　水平回転角度規制機構
　８　水平回転機構
　１０　電子機器
　１１　第１筐体
　１２　第２筐体
　３３　回動支持部
　４２　垂直回転部
　５１　第１係合部
　５２　第２係合部
　５３　規制部材
　５４　回動規制カム
　５５　回動規制ピン
　５６　コンプレッションスプリング（付勢部材）
　６１　シャフト
　６２　垂直回転フリクション発生手段
　７１　動作ストッパー
　７２　ストッパープレート
　７３　第１回転規制凸部（移動係合部）
　７４　第２回転規制凸部（規制係合部）
　８０　水平回転フリクション発生手段
　１００　第２のチルトヒンジ
　１１０　規制部材移動手段
　１１１　移動ブラケット
　１１２　付勢部材
　１１３　カム
　１１４　駆動ピン
　１４２　垂直回転部
　１５１　係合部
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　１５５　回動規制ピン
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